
一
頁

○
文
化
庁
告
示
第
六
号

著
作
権
法
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
四
十
八
号
）
第
六
十
七
条
の
三
第
一
項
第
一
号
及
び
同
条
第
二
項
第
二
号
（
こ

れ
ら
の
規
定
を
同
法
第
百
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
未
管
理
公
表
著
作
物
等
の

利
用
の
可
否
に
係
る
著
作
権
者
の
意
思
を
確
認
す
る
た
め
の
措
置
等
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
七
年
四
月
八
日

文
化
庁
長
官

都
倉

俊
一

（
未
管
理
公
表
著
作
物
等
の
利
用
の
可
否
に
係
る
著
作
権
者
の
意
思
を
確
認
す
る
た
め
の
措
置
）

第
一
条

著
作
権
法
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
四
十
八
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
六
十
七
条
の
三
第
一
項
第
一

号
（
法
第
百
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
文
化
庁
長
官
が
定
め
る
措
置
は
、
権
利
者
情

報
（
法
第
六
十
七
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
権
利
者
情
報
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
取
得

す
る
た
め
に
次
に
掲
げ
る
全
て
の
措
置
を
と
り
、
か
つ
、
当
該
措
置
に
よ
り
取
得
し
た
権
利
者
情
報
そ
の
他
そ
の
保

有
す
る
権
利
者
情
報
に
基
づ
き
著
作
権
者
の
連
絡
先
又
は
連
絡
場
所
を
保
有
す
る
に
至
っ
た
と
き
に
は
、
二
以
上
の

連
絡
先
又
は
連
絡
場
所
（
一
の
連
絡
先
又
は
連
絡
場
所
の
み
を
保
有
し
て
い
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
連
絡
先
又

は
連
絡
場
所
）
に
宛
て
て
連
絡
を
行
い
、
そ
の
到
達
し
た
日
か
ら
十
四
日
を
経
過
す
る
ま
で
の
間
、
未
管
理
公
表
著

作
物
等
の
利
用
の
可
否
に
係
る
著
作
権
者
の
意
思
に
係
る
応
答
を
確
認
す
る
こ
と
と
す
る
。

一

著
作
物
の
原
作
品
に
、
又
は
著
作
物
の
公
衆
へ
の
提
供
若
し
く
は
提
示
の
際
に
、
通
常
の
方
法
に
よ
り
表
示
さ



二
頁

れ
る
情
報
を
確
認
す
る
こ
と

二

広
く
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
の
情
報
を
検
索
す
る
機
能
を
有
す
る
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
に
お
い
て
情
報
を
検
索
し
、
当
該
未

管
理
公
表
著
作
物
等
の
著
作
権
者
が
開
設
し
て
い
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
及
び
著
作
権
者
の
委
任

を
受
け
て
権
利
者
情
報
を
掲
載
し
て
い
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
を
閲
覧
す
る
こ
と

三

著
作
権
者
の
委
任
を
受
け
て
権
利
者
情
報
を
掲
載
し
て
い
る
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
の
情
報
を
検
索
す
る
機
能
を
有
す

る
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
に
お
い
て
情
報
を
検
索
し
、
当
該
未
管
理
公
表
著
作
物
等
の
著
作
権
者
の
委
任
を
受
け
て
権
利

者
情
報
を
掲
載
し
て
い
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
を
閲
覧
す
る
こ
と

２

前
項
の
連
絡
は
、
国
内
の
も
の
と
認
め
ら
れ
る
連
絡
先
又
は
連
絡
場
所
に
対
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

（
著
作
権
者
の
意
思
を
円
滑
に
確
認
す
る
た
め
に
必
要
な
情
報
）

第
二
条

法
第
六
十
七
条
の
三
第
二
項
第
二
号
（
法
第
百
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
文

化
庁
長
官
が
定
め
る
も
の
は
、
著
作
物
の
利
用
の
許
諾
に
係
る
利
用
方
法
及
び
条
件
そ
の
他
の
著
作
物
の
利
用
の
可

否
に
関
す
る
情
報
又
は
著
作
物
の
利
用
に
関
す
る
協
議
の
求
め
を
受
け
付
け
る
意
思
及
び
そ
の
協
議
の
求
め
を
受
け

付
け
る
た
め
の
連
絡
先
そ
の
他
の
利
用
の
可
否
に
係
る
著
作
権
者
の
意
思
を
確
認
で
き
る
連
絡
手
段
に
係
る
情
報
（

次
条
に
お
い
て
「
著
作
物
利
用
可
否
等
情
報
」
と
い
う
。
）
と
す
る
。

２

前
項
の
著
作
物
の
利
用
の
可
否
に
関
す
る
情
報
の
う
ち
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
に
付
さ
れ
て
い

る
も
の
は
、
法
第
六
十
七
条
の
三
第
二
項
（
法
第
百
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
の
適
用
に



三
頁

つ
い
て
は
、
同
項
に
規
定
す
る
情
報
に
該
当
し
な
い
も
の
と
み
な
す
。

一

著
作
物
の
原
作
品
又
は
複
製
物
で
あ
っ
て
、
法
第
三
十
一
条
第
七
項
（
法
第
百
二
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す

る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
基
づ
き
国
立
国
会
図
書
館
か
ら
図
書
館
等
に
対
し
て
自
動
公
衆
送
信
を
行
う
対
象

と
な
る
絶
版
等
資
料
と
し
て
、
国
立
国
会
図
書
館
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
に
公
表
さ
れ
て
い
る
も
の

二

過
去
に
な
さ
れ
た
法
第
六
十
七
条
第
一
項
（
法
第
百
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
裁
定
に
係

る
著
作
物
で
あ
っ
て
、
当
該
裁
定
後
に
著
作
権
者
が
判
明
し
て
い
な
い
も
の

（
著
作
権
者
の
意
思
を
円
滑
に
確
認
す
る
た
め
に
必
要
な
情
報
の
公
表
の
方
法
）

第
三
条

法
第
六
十
七
条
の
三
第
二
項
第
二
号
（
法
第
百
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
文

化
庁
長
官
が
定
め
る
方
法
は
、
次
の
い
ず
れ
か
の
方
法
と
す
る
。

一

著
作
物
の
原
作
品
に
お
け
る
通
常
の
方
法
に
よ
る
表
示
、
又
は
著
作
物
の
公
衆
へ
の
提
供
若
し
く
は
提
示
の
際

の
通
常
の
方
法
に
よ
る
表
示

二

著
作
権
者
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
又
は
著
作
権
者
の
委
任
を
受
け
て
著
作
物
利
用
可
否
等
情
報
を
掲
載
し
て
い
る
ウ

ェ
ブ
サ
イ
ト
に
お
け
る
通
常
の
方
法
に
よ
る
掲
載



四
頁

附

則

こ
の
告
示
は
、
著
作
権
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
五
年
法
律
第
三
十
三
号
）
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。


